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要　旨

１．都市交通の現状と展望
ハノイ、ホーチミン両市における市民の日常の交通手段は、ほとんどモーターバイクと自転車であ

る。公共交通としてはバスが運行されているものの、交通分担率は６％以下と低い状況にある。今後、

市域の拡大による交通量の加速度的な急増と、モーターバイクから自家用車への転換が進むことで、

深刻な交通渋滞や交通公害が懸念されるため、公共交通機関の整備は緊要な課題となっている。両市

の都市交通マスタープランでは、2020年には公共交通の分担比率が10％程度となることが見込まれて

いる。こうした都市交通の現状と展望に鑑み、当面の課題としては、バス事業の振興を図ることが重

要である。

２．バス事業の概況
両市のバス事業では行政当局が規制者兼事業者として独占的な地位を有している。1980年代前半に

は、バスの交通分担率は25～30％を占めていた。しかし、ドイモイ政策以降、公益事業への補助金の

削減にともない、バス路線や頻度も減少した。現行の事業制度は、市営バス会社を主対象として設計

されており、不透明かつ煩雑な事業認可手続や硬直的な料金設定など、民間投資に不向きな制度的課

題を抱えている。

３．バス事業制度の改善策
両市の交通担当局が提案している市営バス会社への優遇措置拡大は、今後必要とされる輸送力の確

保という課題を解決するために十分なものではない。バス事業への投資拡大には、民間参入を促進す

る必要がある。そのためには、ソフト面で、明確な事業制度の確立と経済・運営面での規制緩和、ハ

ード面では所用の施設整備等を図っていく必要がある。また、バス専用レーンの導入等の新しいバス

システムの社会実験を期間および路線限定で実施することにより、その有用性や事業化の可能性を示

すなどの方策が有効であると考えられる。
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第Ⅰ章　都市交通の現状と展望

１．都市交通の特徴

両市では1,000人当たり約250台とモーターバイ

クの保有率がきわめて高く（図表１）、モーター

バイクと自転車の交通分担率は90％以上にのぼ

る。両市でモーターバイクが多用されている理由

としては、免許不要、資産形成および利便性の３

点（図表２）が挙げられる。公共交通機関として

は、バスが運行されているものの、他のアジアの

諸都市と比べても交通分担率は６％以下と低い

（図表３）。

２．都市交通政策・計画

両市の都市開発マスタープランでは、両市とも

2020年にかけて人口はほぼ倍増し、市外も含めた

都市圏が大幅に拡大すると見込まれている。その

ため、両市とも、新都心や郊外拠点など分散型の

都市構造の形成とそれを支える道路網の構築をめ

ざしている（図表４）。

一方、都市交通分野（都市公共交通を含む）の

政策・計画については、中央政府レベル（交通省）

ではいまだ策定されていない。都市交通マスター

プランとしては、1997年にJICAの支援で「ハノ

イ都市交通計画調査」、1998年に英国国際開発庁

（DFID）の支援で「Ho Chi Minh City Transport

Study」が実施されている。両調査とも投資計画

を含むが、両市予算＊２の詳細が非公開なため財源

確保に関しては詳細には検討されていない。

３．都市交通発展の展望

人口増による交通需要者の増加と市域の拡大に

よるトリップ長の増大により、両市の交通量は今

後加速的に急増すると見込まれる。加えて、モー

ターバイクから自家用車への転換も進みつつあ

り、＊３深刻な交通渋滞や交通公害の発生が懸念され

る。また、都市マスタープランでうたわれている

ように中心部への居住人口の一極集中を郊外分散

型にするには、モーターバイクのみでは移動距離

に限界があり、土地・住宅制度の改善等とあわせ

て中心部と郊外部を結ぶ公共交通機関の整備が必

要である。

このため、両市ともに公共交通機関の整備を重

視し、中長期的には軌道系公共交通機関の導入も

オプションとして検討しうるものの、まず取り組

むべきはバス事業であるとの考え方を有してい

る。これは、現実的かつ妥当なアプローチである

といえる。前述２調査によれば、公共交通の交通

分担率は2020年で10％程度に増加し（図表５）、

たとえばハノイでは2010年には約3,000台、2020年

には約4,000台のバス車両が必要と見込まれている

（現在100台弱）。
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＊２ たとえば、ハノイ市統計書には下記のような目的別資本支出しか掲載されていない。

＊３ ホーチミン市で1996年の1,000人当たり８台から2020年には140台まで増加すると見込まれている。

 1995年 1996年 1997年 1998年�

 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合�

交通・通信 93 45.4％ 203 62.7％ 164 32.7％ 118 16.8％�

揚水場 31 15.1％ 66 20.2％ 52 10.3％ 8 1.1％�

下水・排水 16 7.9％ 17 5.4％ 167 33.4％ 423 60.1％�

街　灯 11 5.4％ 8 2.6％ 3 0.6％ 3 0.5％�

住　宅 3 1.7％ 3 0.9％ 18 3.7％ 33 4.7％�

文化芸術 20 9.7％ 6 1.9％ 35 7.0％ 38 5.4％�

教育・訓練 7 3.3％ 13 4.0％ 36 7.2％ 54 7.7％�

厚生・健康・運動 24 11.6％ 7 2.2％ 25 5.1％ 26 3.7％�

総　計 206 100.0％ 324 100.0％ 501 100.0％ 704 100.0％�

出典：「ハノイ市統計」1998年�

（単位：10億ドン）�
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出典：各市統計書より作成�

図表2　モーターバイク多用の理由�

理　由�

免許不要�

資産形成�
�
�
�

利便性�

概　要�

・排気量50cc以下のモーターバイクの運転には免許不要�

・モーターバイクの新車と中古の市場価格が大差ない（最も人気のあるホンダのドリーム
Ⅱは新車2,300米ドル、中古でも2,000米ドル強）�
・モーターバイクが不動産（一戸建て平均２万5,000米ドル程度）や金製品と並ぶ資産形成
手段となっている�

・市域がいまだ３～５kmと狭く、ほとんどの生活・通勤圏はモーターバイクで移動できる�
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図表3  東南アジア主要都市交通分担比率�

注：ハノイ、ホーチミンについてはモーターバイクに自転車が含まれる。�
出典：各市統計書より作成�



第Ⅱ章　バス事業の概況と課題

１．バス事業の概況

両市の市内バス事業は、基本的にそれぞれの交

通・都市・公共事業局傘下の市営バス会社による

独占となっている（図表６）。1980年代前半には、

バスの交通分担率は25～30％を占めていた。しか

し、ドイモイ政策以降、公益事業への補助金の削

減にともない、バス路線や頻度も減少していった。

ハノイ市では1990年代半ばに韓国企業がバス事

業への参入を希望したが、投資規模や料金設定な

どで当局と条件が合わず認可されなかった。ホー

チミン市では、1993年に豪州企業が市営企業との

JVを設立して参入したが1997年に撤退した。

２．制度的課題

バス事業は、一般に競争的かつ競合可能的な特

性で、民間参入を促しやすい分野である。しかし、両

市では、公共セクターが規制者兼事業者として独

占的な立場を占めている。現在のバス事業に関す

る制度は、主に公営企業を念頭に策定されており、

①不透明かつ煩雑な事業認可：事業申請は市の

都市交通管理運営センターから交通・都市公

共事業局、計画投資局、人民委員会、交通省

の順で審査されるが、だれがどの段階で何を

審査するのか規定がない

②多大な初期投資要求：参入段階で最低100台

のバスを調達しなければならず、都市間バス

などで多く活躍する小規模事業者が参入でき

ない

③限定的な運営自主性：事業者の路線や運行時
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図表4　開発フレームワーク�

   現　状 将来計画�

   1997年 2005年 2020年�

人　口 ハノイ市 市　内 131万人 173万人 250万人�

  都市圏 143万人 247万人 450万人�

 ホーチミン市 市　内 499万人 620万人 900万人�

道路占有率 ハノイ市  7.7％ － 25～30％�

 ホーチミン市  7.0％ － 20～30％�

注：ハノイ市に比較してホーチミン市の面積は広く、現状の道路占有率はホーチミン市が低い数値となっているが、都心
部の道路占有率はホーチミン市のほうが高い。�

出典：両市マスタープラン�

図表5　公共交通整備目標�

    現　状 将来計画�

   1997年 2005年 2020年�

交通需要 ハノイ市   3.3百万 － 8.9百万�
（トリップ数） ホーチミン市（市中心部）  8.2百万 － 22.1百万�

公共交通の ハノイ市 政策目標 － － 50％�
交通分担率   JICA調査 5.6％ － 9.5％�

 ホーチミン市 政策目標 － － 50％�

  DFID調査 5.5％ － 8.5％�

注：交通需要ならびに公共交通分担率に関して、ハノイ市の現状数値は1995年、計画値は2015年、ホーチミン市の現
状数値は1996年、現状値・予測値とも通勤時のデータ。�

出典：両市都市交通計画調査�



間、頻度などはすべて認可内容にそわなけれ

ばならず、需要の多寡に応じて柔軟に変更で

きない

④硬直的な料金設定：政治的に低運賃に抑えら

れており、民間投資を促進しない

⑤非効率な補助金交付：公営企業に対して、決

められた補助金の枠の中で、運行時間・距離

に応じて自動的に支払われるため、費用削減

インセンティブが働かない

など、民間投資に不向きな多くの制度的課題を抱

えている（図表７）。

第Ⅲ章　バス事業制度の改善策

１．両市交通担当局の取組み

両市の交通担当局は、市人民委員会および交通

省に対して、円借款等による車両調達や市営バス

会社への租税減免措置といった改善策を提案して

いる。これらは基本的に、現行制度のもとで市営

バス会社への優遇措置を拡大するものであり、公

共部門のみで今後必要とされる輸送力を確保する

ことはきわめて非効率と考えられる。

２．本調査の提案

バス事業への民間投資の促進に向けては、認可

の透明性を上げ、参入障壁を下げ、民間が柔軟に

営業・競争できる事業環境をつくる必要がある。

そのためには、

①事業認可の簡素化・明確化：事業者（当局）

と規制者（都市交通管理運営センター）を分

離し、同センターへ権限委譲する

②初期投資条件の緩和・廃止：最低購入台数規

制を緩和または撤廃する

③運営自主性の付与：営業内容の申請を認可制

から届出制に移行する

④料金規制方式の変更：参入自由化により競合

可能性を高めるかわりに、料金を民間参入が

可能なような上限規制にする

⑤補助金入札の導入：不採算路線を維持する場

合には希望補助金の少なさや同一補助金での

サービス水準の高さを入札させる

など、明確な事業制度の確立と経済・運営面での

規制緩和が必要である。また、市民にバスの有用

性を、潜在的投資家に事業化の可能性を、両者に

公共交通再興に向けた両市の強い意向を示すた

め、期間・路線限定によるバス専用レーンの導入

等の新しいバスシステムの社会実験を実施し、さ

らなる改善策検討の一助とすることが有効である

と考えられる。

おわりに

本調査で当面の課題として取り上げたバス事業

については、両市とも援助機関に対して、同事業

の組織改革や経営・財務改善、政令案の策定、社

会実験スキームの策定・実施まで含めた包括的な

調査の実施を要請している。本調査の提言をさら

に具体化していくには、今後の調査課題（図表８）

に基づいたソフト面での改善をドナーが連携して

支援することが求められる。

また、中長期的には、軌道系システムの導入等

を含めた将来の公共交通制度について総合的に検

討していくことをベトナム側に働きかける必要が

ある。そのうえで、円借款による具体的支援の可

能性について適宜検討していくことが望ましい。

192000年４月　第２号

図表6　バスの運営概況�

注：ミニバス組合の台数および乗客数は郊外サービスも含む数値。�
出典：両市都市交通計画調査�

  会社数 登録バス台数 １日当たり乗客数�

ハノイ市（1997） バ　ス 1社 83 18,000人�

ホーチミン市（1998） バ　ス 2社 86 16,000人�

 ミニバス 24組合 2,577 70,000人�
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図表7　バス事業の現状と改善策�

項　目�
�

認可制度�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
参入条件�
�
�
車両調達�
�
�
�
�
�
�
�
バスターミナ
ル・バス停整
備・使用�
�
路線設定�
�
�
�
�
�
�
�
サービス設定�

現　状�
�

・事業申請は市の都市・交通管
理運営センターから交通都市
公共事業局、計画投資局、人
民委員会、交通省の順で審査
される�
・申請者が外国企業の場合、上
記に計画投資省が追加�

・租税減免や運営補助などの制
度改善には計画投資省や大蔵
省の示達や決定に従わなけれ
ばならない�

�
・参入段階で最低100台のバス
を調達しなければならない�

�
・東欧製の車齢の古い車両が多
く、交換部品の調達に苦労�

・韓国製の冷房付きミニバスも
走り始めている�

�
�
�
�
・市担当局がターミナルを整備
し、使用料を徴収して事業者
に貸与している�

�
・事業者は路線設定を都市交通
管理運営センターに申請し、
同センターが申請内容を審査
する�

・同センターは申請許可判断を
交通・都市公共事業局、計画
投資局、人民委員会に仰ぐ�
�
・事業者は運行時間・頻度を都
市交通管理運営センターに申
請し、同センターが申請内容
を審査する�

・同センターは申請許可判断を
交通・都市公共事業局、計画
投資局、人民委員会に仰ぐ�

�

交通省�

・大蔵省や交通
省、市担当局
が調整に欠け
る方針を多数
策定�
・市当局の公共
交通提供に関
する責任が不
明確である�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

本調査�

・大蔵省や交通省、市担当局
が調整に欠ける方針を多数
策定�

・申請内容についてだれがど
の段階で何を審査するのか
不明確�

・事業者にとって窓口となる
都市交通管理運営センター
は技術色が強く、強い認可
権を有していない�

�
�
・初期投資規模が不必要に大
きく参入障壁となっている�

�
・事業制度が公営企業を想定
して設計されており、民間
投資環境が整っていない�

・とくに新車を買う理由はな
い（民間主導の都市間バス
路線で使用されているよう
な中古バスで十分）�

�
�
�
�
�
・詳細な人口分布や所得特性
など基礎データに欠ける同
国で、都市交通管理運営セ
ンターが事業者よりも経済
合理的な判断材料を有する
とは考えにくい�

�
�
・詳細な人口分布や所得特性
など基礎データに欠ける同
国で、都市交通管理運営セ
ンターが事業者よりも合理
的な判断材料を有するとは
考えにくい�

�

ハノイ市担当局�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・無償資金および円借款
による車両調達�

・車両リース会社の設立�
　（JICA調査の提案に基
づく）�

�
�
�
・国の資金によるターミ
ナル、バス停の整備�

・ターミナル使用料減免�
�

改善策の提案�

ホーチミン市担当局�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・国からの無利子融資およ
び円借款による車両調達�

・10年以内の分割払いに
応じた車両販売者からの
独占契約�
�
�
�
・国の資金によるターミナ
ル、バス停の整備�

・ターミナル使用料減免�

�

本調査�

・事業者（交通・都市公
共事業局）から規制権
限（都市交通管理運営
センター）の分離�

・都市交通管理運営セン
ターの権限および組織
能力の強化�

・許認可所要期間の短縮
目標設定�

�
�
�
・最低購入台数規制の緩
和または廃止�
�
・事業制度を改善して民
間投資を促進すべき�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・事業者のマーケティン
グ力や市場開拓能力を
活かせるよう、路線設
定を届出制に緩和する�
�
�
�
�
・事業者のマーケティン
グ力や市場開拓能力を
活かせるよう、サービ
ス設定を届出制に緩和
する�

課題認識�
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図表7　バス事業の現状と改善策（続き）�

項　目�
�

運賃設定�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
運営補助�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
租税減免�
�
�
�
�
�
その他優遇措置�

現　状�
�

・ ハ ノ イ の 一 般 バ ス は
VND*1000、冷房付きミニバ
スはVND2500に設定されおり、
ホーチミンも距離制ながらハ
ノイと同水準�

・事業者は運賃設定を都市交通
管理運営センターに申請し、
同センターが申請内容を審査�

・同センターは申請許可判断を
交通・都市公共事業局、計画
投資局、人民委員会に仰ぐ�

�
・公営企業には路線ごとの走行
時間・距離に応じて運営補助
が支給される�

・公営企業の営業収入（料金）
と営業外収入（補助金）は毎
年ほぼ同額である�

�
�
�
�
�
�
・公共交通に使用する車両に対
しては輸入税と奢侈税を免除�

�
�
�
�
・大蔵省は1996年に２年間有
効のバス優遇措置期間を設定
した（対象は15席以上のバス）�

�

交通省�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・大蔵省の優遇
措置が1998年
以降に続くの
か否か何の通
達もない�

�

本調査�

・政治的に低運賃に抑えられ
ているが、低運賃のために
投資が促進されず、そもそ
もバスサービスが拡大しな
い事態を招いている�

・詳細な人口分布や所得特性
など基礎データに欠ける同
国で、都市交通管理運営セ
ンターが事業者よりも経済
合理的な判断材料を有する
とは考えにくい�

�
・現行の補助システムは公営
企業に経営努力インセンテ
ィブを与えない�

・補助金予算が限られている
ために公営企業のバス事業
を拡大できない（事業拡大
に比例して補助金が必要に
なる）�

・補助金が交付される公営企
業と交付されない民間企業
では競争条件が不平等�

�
・資源配分を適正にするよう
租税減免は最小限にとどめ
るべき�

�
�
�
・資源配分を適正にするよう
優遇措置は最小限にとどめ
るべき�

�

ハノイ市担当局�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・積算費用の45％以内で
輸送人キロに応じて補
助する�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
・利潤税と売上高税の免
除�

・事業許可税、土地利用
税、国営企業資本利用
税の減免�

�
・ガソリンに係る交通税
の減免�

・道路・橋などの通行料
金の半減�

・シクロやバイクタクシ
ーなどの営業禁止�

・兼業認可�

改善策の提案�

ホーチミン市担当局�

・運賃を現行の半額程度ま
で引き下げる�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・公共交通整備基金（駐車
料金やタクシー関連税、
バス停広告収入等を原
資）を設立して運営補助
金に充てる�

�
�
�
�
�
�
�
・利潤税と売上高税の免除�
�
�
�
�
�
・道路・橋などの通行料金
の免除�

・バス事業に係る租税減免
権利の市への委譲�

・大蔵省による優遇措置の
10年程度の延長とミニ
バスへの適用拡大�

�

本調査�

・民間投資が可能な水準
まで上限を緩和する（た
とえば、韓国企業の申
請は一般バスVND5000
であった）�

・参入撤廃が容易になり
かつ路線・サービス設
定が緩和された暁には、
運賃規制を届出制にす
る（運賃水準の妥当性
判断は市場に委ねる）�

�
・採算路線と不採算路線
を区分し、必要な路線
に関しては希望補助金
の少なさや同一補助金
でのサービス水準の高
さを入札させる�

・民間企業でも補助金に
入札できるようにする�

�
�
�
�
・資源配分を適正にする
よう優遇措置は最小限
にとどめるべき�

�
�
�
・資源配分を適正にする
よう優遇措置は最小限
にとどめるべき�

注：＊VND: Viet Nam Dong（同国通貨）�
出典：交通省・Letter No.2619/GTVT-PCVT, 22nd August, 1998、両市担当局・Proposals by each Transport & Urban Public Works Service in response to Decision No.3385QD/PC-VTおよび

各種インタビューを基に作成�

課題認識�
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図表8　両市の公共交通事業に係る今後の調査課題�

分　野�

事業制度策定�

�

組織能力強化�

�

社会実験�

公共交通整備長期戦略�

概　要�

・民間投資環境の整備に向けた事業スキームの比較（事業組合、リース方式など）�

・バス事業制度の策定（法案の作成、アジア諸都市の事業制度比較など）�

・公営バス企業の組織能力強化（会計制度、資金調達、投資計画、将来の民営化・株式公開準備*など）�

・都市交通管理運営センターの組織能力強化（需要予測手法、市場調査手法など）�

・社会実験スキームの策定（市場調査、路線選定、パブリック・インボールブメント、実行計画など）�

・軌道系公共交通の整備構想（想定路線、費用概算、資金調達、費用負担、着工時期と成立用件など）�

・軌道系公共交通整備に向けた都市開発制度の適用可能性（市街地再開発事業、土地区画整理事業など）�

注：＊ハノイ西隣のハタイ省の元省営バス会社は1998年に株式公開し、これまでに株式の49％を売却した。�
出典：交通省や両市当局とのインタビュー、本調査ワークショップでの議論を基に作成�
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